
 

 

第１１回議会運営委員会 
 

と き 令和２年２月３日（月） 

午前１０時 

ところ 第１委員会室 

 

付議事項 

１ 執行部正常化のための緊急を要する陳情書・・・資料１ 

 

 

 

２ モニター意見について・・・資料２ 

 

 

 

３ 地方自治法第１８０条第１項の規定による市長専決処分事項について 

 

 

 

４ 議会基本条例の検証について 

 

 

 

５ 議員研修会について・・・資料３ 

 

 

 

６ その他 







担当委員会

令和元年11月11日付

モニターからの意見

　モニター意見

　　広域の宇部・山陽小野田消防組合の議員に選任された杉本保喜市議会議員について

　事実確認
　①　政治倫理審査会において「係争中のため発言を控える。結論が出たら説明責任を果たす」との内容の発言
　　　が杉本議員本人の発言としてあったかどうか。
　②　政治倫理審査会での結論は「杉本議員に対して議長より厳重注意、及び杉本議員の議場における謝罪」で
　　　間違いないかどうか。
　③　２０１９年春、杉本議員の選挙に関わる係争中の裁判が結審したが、杉本議員の説明責任は果たされたの
　　　かどうか。
　④　杉本議員は議場において謝罪を行う機会が与えられたが、杉本議員は謝罪を行ったのかどうか。

　　杉本議員については法的問題、すなわち公職選挙法について罪は問われておらず、あくまでも政治倫理規定
　に反するという結論が出されたと認識しておりますが、その審査会の結論が十分に履行されていないと考える。
　　そのような人物が対外的な組織の一員に山陽小野田市議会の決定によって輩出されるということは、本市議
　会の品格を落とすものであり、宇部市議会に対して申し開きのできない愚行であると断じざるを得ない。

　　速やかに、杉本議員を消防組合から外すべきと考えるがどうか。
　　また、上記①～④について議会としての考えを問う。

①「全てが明らかに
なったら説明責任を
果たさなければいけ
ないかなというふう
に考えている」「具
体的にはまだ考えて
いないけれども、た
だ市民への説明責任
というのはどういう
形で果たされたと言
えるのかということ
も関わってくると思
われるので検討した
いと思う」と発言し
ている。

②平成３０年６月
１１日は政治倫理審
査会長名で議長に提
出された審査結果報
告書に附帯意見とし
て付せられた意見は
「議場における杉本
保喜議員に対する議
長の注意」「議場に
おける杉本保喜議員
の謝罪」となってい
る。

資料２
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③④令和元年１１月
１１日にモニターか
らの意見として提出
された時点において
は、まず平成３０年
６月１２日の謝罪に
ついてその状況を述
べることとなる。杉
本議員には議場にお
ける謝罪の機会を与
え謝罪した。杉本議
員は謝罪の気持ちは
あったが結果的にそ
の表現内容により謝
罪したと理解する者
と内容不十分で謝罪
にはあたらないとの
意見があった。その
後、１１月２９日付
けで宇部・山陽小野
田消防組合議会議員
を辞職し、政治倫理
審査会における杉本
議員本人の発言に基
づき、令和元年１２
月議会の初日の１２
月４日に議場におい
て再度の謝罪した。
これらが一連の状況
であるが、このこと
から事実行為により
謝罪したものと思え
るが、説明責任を果
たしたか否かについ
ては受け止め方の評
価であり、議会運営
委員会としてまとめ
て表現することは極
めて困難である。
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担当委員会

令和元年11月13日付

モニターからの意見

　　議会モニターからの意見（６）

１．決算審査になっていない。
（１）９月議会は決算議会だが、各委員会の審査状況をみると「これは何に使ったのか」という質問はされて
　　も、１年間を通して予算の使い方や費用対効果などの観点から、議員からの問題点の指摘や洗い出しがされ
　　ていない。
　　　いまの議会に決算審査における監査機能を求めても無理なのでしょうか。
（２）かつては「政策形成サイクル」ということがよくいわれて、決算審査では翌年の予算にどうつなげていく
　　かという議論がされていたように思います。だが現状は各委員会（部会）に予算、決算が「分割付託」のよ
　　うに各所管の部分だけが細切れに付託されているためか、各委員会（部会）では視野の狭い議論をせざるを
　　得ないのが現実ではないでしょうか。本来、議会は一本にまとまらないと力が発揮できないのでは。執行部
　　対議会の構図にするためにどのような改革が必要なのか議論が必要ではありませんか。

現在の審査方法は、
これまでの経緯を踏
まえて開いているも
のである。各常任委
員会に分かれ担当す
る予算決算につい
て、分科会方式で審
査し、その内容を各
分科会長の報告に基
づき、予算決算委員
会で審査している。
分科会の審査にあ
たっては、あらかじ
め担当委員の総意に
より重点項目事業を
定め集中審査し、他
の事業等については
予算決算の編成方式
に従い慎重な審査に
努めている。
重点項目事業につい
ては事務事業評価表
を審査の中心に置
き、費用対効果をは
じめ事業の継続性も
含めて、その適性を
追及し、審査内容を
深めている。
しかし、審査の仕組
みの問題等、審査に
おける課題を抱えて
いることも事実であ
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２．９月５日の民福委員会を傍聴して
（４）９月２６日の最終本会議の日の朝刊で、厚労省が市内の日赤病院と市民病院を名指しで「診療実績の悪い
　　病院」として統廃合を含めた改善計画を出すように求めた記事が掲載されました。①ガンなどの高度医療の
　　実績が少ない。②救急医療の受け入れが弱い。③「病院機能評価」などの第三者機関による病院評価がされ
　　ていない。などが理由としてあげられていますが、なぜこんな大事な問題が、どの議員からも「緊急質問」
　　などの形で、誰も取り上げなかったのか疑問です。

り、今後における対
応を十分検討してい
く必要性も感じてい
る。
議会としてもその役
割が適正かつ十分に
発揮できるよう努め
ていきたい。

新聞報道された内容
の取扱いについて、
緊急質問として取り
上げる必要があると
判断されなかったも
のと思われる。
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令和元年度 山陽小野田市議会議員研修会（案） 

 

○ 日時 令和２年２月５日（水） 午後１時３０分から 

○ 場所 第２委員会室 

○ 講師 伊関 友伸 氏（城西大学経営学部マネジメント総合学科教授） 

○ 演題 「地域の医療を残すために」 

○ 内容 

  １ 開会挨拶 

  ２ 講演、質疑応答 

  ３ 閉会挨拶 

○ 対象 議員、事務局職員 

○ 傍聴  

資料３ 


